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背 景

電磁波は３群に分類される：１．無線周波電磁界（３００
Hz以上、作業機械・密着使用の携帯電話等のマイク
ロ波）、２．超低周波電磁界（３０００Hz未満）、３．静的電
磁界（１Hz未満）。
電磁波は、機器の誤作動と健康障害をもたらす。健

康障害としては、高周波による発熱作用と、低周波に
よる神経・筋への刺激作用（電磁波過敏症）や発癌等
がある。レーダーやアンテナ施設等の防護柵内に侵入
しない限り、一般的には、電化製品の超低周波電磁界
による健康障害が最も問題視されている。疫学調査
上、１９７９年ナンシー・ワルトハイマー（コロラド大、
アメリカ）は、デンバー変電所近隣の小児癌発生率が
高いことを報告し、更に、１９９２年マリア・ファイヒティ
ング（カロリンスカ研究所、スウェーデン）より小児
白血病の発生率の増加が報告された。そして、WHO
は２００１年に発癌可能性２Bへ分類し、２００７年（平成１９
年）６月に４mG以上の電磁波による小児白血病発生
率の２倍の発癌性と予防原則が指示された。
公式な制限値は以下の２群がある：高周波域の発熱

作用のみへの対策として低周波域が高値に設定されて
いる職場・公衆用の１９９８年WHO基準と、低周波域の
健康障害を念頭に置いて低値に設定されている独自の
公衆用国別基準が公表されている（結果・参照）。
今回、電磁波障害の少ないと判断された顕微鏡を使

用した研究検査業務において、作業場における電磁波
の作業環境測定を行ったので、その結果について考察
し報告する。

事 例 報 告

作業場は広さ５．５×３．５m、高さ２．６mで、電磁界発
生電化機器として、精密作業用天井蛍光灯（白色３２W、
８本）、デスクトップ型パソコン３台、コピー機１台、
顕微鏡１台（オリンパス BH-２）が設置されている。

業務は顕微鏡を使った研究検査業務で、作業態様は作
業者が顕微鏡本体の１０cm程度に近接して作業し、５０
分鏡検、１０分休憩の８時間労働である。
電磁波測定は東日本仕様５０Hz電磁波測定器トリ
フィールドメーター（Trifield Meter、テックインター
ナショナル（米国）製、日本正規輸入代理店河田企画
http : / / www . denjiha - busters . com / trifieldmeter / index .
html）、販売店佐藤商事 http : //www.ureruzo.com）とし
た。測定対象周波数は家庭用電化製品を対象とする１
kHz 以下の超長波・超低周波域と携帯電話・電子レン
ジを対象とする１G～１MHzの極超短波・超短波・短波
である。測定項目と測定範囲は、それぞれ、電磁場０．２
－１００mG、電場０－１０００V/m、ラジオ／マイクロ波（電
波）０．０１－１mW/cm２である。
今回、安全性の目安（安全上限値）としては、高値
に設定されている職場・公衆用の１９９８年WHO国際非
電離放射線防護委員会ガイドラインと、低値に設定さ
れている独自の公衆用国別基準として、実測値と比較
した（結果・参照）。
測定点は腰掛作業の作業者胸部前面の B測定点と
して、測定結果を一覧表とした（結果表）。作業環境
における電磁波強度は職業人安全上限値未満であっ
た。国別公衆用安全上限値と比較した場合、安全閾値
を逸脱していた。作業者に密着している旧型顕微鏡が
作業場においる最大の電磁波発生源であった。この旧
型顕微鏡を最新型顕微鏡（オリンパスBX５０）に交換
した場合、電磁波強度が安全域以下に低減できた。

考 察

低周波電磁界による職業性電磁波曝露の実態調査
（櫻澤博文、産業衛生学会、２００１年総会）によれば、
電気炉作業者１２８mG、溶接工１７７mG、変電・送電工１．３
mGと報告されている。本研究検査場においては、電
磁波に関する職業人許容基準の勧告値（発生源周波数
２５～８１４Hz）と比較して、作業環境測定上は問題の無
い結果であった。快適職場づくりを考えた場合、より
厳密な一般人向けの環境基準に沿うことが望ましいと
判断される。この場合、電磁波強度が安全上限値を逸
脱していることが確認され、高リスクと判断され
た（１０）。その点において、作業者に近接する作業用電
化機器がある場合には、必ず電磁波の強さを測定する
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結果．作業場における作業者の電磁波測定値（Ｂ測定）

種 類
全部の電化製品を
使用時

顕微鏡を除く、全部
の電化製品を使用時

顕微鏡のみ使用時

旧型顕微鏡使用時
最新型顕微鏡を
代替使用時

磁場 mG １５ ０ １５ １
電場 V/m ７０ １０ ６５ １３０

マイクロ波 mW/cm２ ０ ０ ０ ０

ことが必要であることがわかった。電磁波に関するリ
スクアセスメント並びに改善措置として、電磁波発生
を抑えた機器に代替することにより低リスクとするこ
とが可能となり、その場合ハードウエア面での予算措
置が必要であることがわかった。予算付けが困難な場
合、代替としてのシールド材の使用や、電源を小まめ
に切ることが提案された。
また、業務用に使用している携帯電話、PHS、及び、
研究検査室内什器の電磁波を測定し、文献引用値に追
記完成した（参照４）。携帯電話も PHS も通話中は安
全域を逸脱していたが、周囲１mにおいて PHS は安
全域であった。PHS は周囲の人や機器に影響を与え
ないことも理解できた。また、電子レンジの電磁波は
強力で、健康障害が懸念された。
本年度WHOより電磁波の発癌機序における促進因

子として発表されたことはとても意義深い。アスベス
トへの対応のごとく、対応が後手にならないことを期
待したい。その為にも、職場において複数の電化機器
に囲まれ作業環境からの電磁波の測定として、個人サ
ンプリング（B測定）が有意義と考えられる。
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Summary
Electromagnetic measurement was done in an inspec-
tion work with light microscopes. The existing micro-
scope showed stronger electromagnetic waves beyond
safety thresholds, but its magnitude could be adequately
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the existing one. In work to use electric machinery, it is
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working environment measurements.
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参照．電磁波の安全上限値

条 件 上限値 単 位 提 唱
磁 場 送電線 ２ mG スウェーデン、カロリンスカ

２ イタリア
電化製品 ２ アメリカ、全米放射線防護委員会NCRP、１９９５

１０ スイス（２０００）
５００００ WHO環境保健基準６９（１９８７）

静磁場≦
２．５Hz、頭 部
躯幹

２０００ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）

静磁場≦
２．５Hz、四肢

５０００ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）

低周波≦５００Hz ５００ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）
低周波≦６０kHz １ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）
電波≦３０ＭHz ６０ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）
電波≦４００MHz ２ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）

パソコン VDTより３０cm ２ スウェーデン、俸給従業員中労働組合連盟
TCO（１９９１）

ELF（極 低 周
波）、全面より
５０cm

２．５ スウェーデン、VDT電磁波規制ガイドライン

VLF（超 低 周
波）、全面より
５０cm

０．２５ スウェーデン、VDT電磁波規制ガイドライン

職業人 ５０００ WHO国際非電離放射線防護委員会
（ICNIRP、１９９８）

一般公衆 １０００（５０Hz）、
８３０（６０Hz）

WHO国際非電離放射線防護委員会
（ICNIRP、１９９８）

電 場 パソコン VDTより３０cm １ V/m
ELF（極 低 周
波）、全面より
５０cm

２５ スウェーデン、VDT電磁波規制ガイドライン

VLF（超低周
波）、全面よ
り５０cm

２．５ スウェーデン、VDT電磁波規制ガイドライン

電化製品 低周波≦２５Hz ２００００ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）
低周波≦８１４Hz ５０００００ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）
低周波≦１００kHz ６１４ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）
電波≦３MHz ６１４ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）
電波≦３０MHz １８４ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）
電波≦４００MHz ６１ 許容濃度（日本産業衛生学会、２００７）

職業人 １００００ WHO国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP、
１９９８）

一般公衆 ５０００ WHO国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP、
１９９８）

ラジオ／
マイク波

携帯電話、
無線

０．２ mW/cm２ アメリカ

電子レンジ 扉から５cm １
扉から１．８m ０．２

他 ０．０００１ ザルツブルグ市
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参照１．電磁波の種類と利用例

電磁波の分類 利 用
周波数Hz
（３x１０exp）

メートル表示、慣用名 電波法 EMF

電離放射
線 IR

γ線 医療 １８

X線 材料検査、X線写真
１６

非電離放
射線NIR

太陽
光線

紫外線 UVB 殺菌灯

１５

可視光線 光学機器 １３

赤外線 赤外線ヒーター １２

電波 マイクロ波 デシミリメー
トル波、テラ
ヘルツ波、サ
ブミリ波 THz

電波天文（宇宙電波受信）、非破壊検査

１２～１１

ミリメートル
波、ミリ波、
extremely
high f.（EHF）

EHF 無線周波数
電磁界、RF

レーダー、衛星放送、衛星通信、アマチュア無線、

１１～１０

センチメート
ル 波、super
high f.（SHF）

SHF 衛星通信・衛星（BS･CS）テレビ放送・放送用中継回線
（STL・固定通信・非常用・FPU）・無線アクセス・無線
LAN･ISMバンド（ETC）・電波高度計・ESR・アマチュア
無線

１０～９

極超短波、デ
シメートル
波、ultra high
f.（UHF）

UHF テレビ波、
放送電波、
携帯電話

列車無線・アナログコードレス電話親機・特定小電力無
線・空港無線電話・UHFテレビ放送（１３ch～６２ch）・地上
デジタルテレビジョン放送・RFID・パーソナル無線・８００
MHz帯・第三者無線・携帯電話・PHS・業務用移動通信・
GPS・無 線 航 法（GS/DME/TACAN/ATC/TCAS）・ELT･
EPIRB・軍用航空無線・アマチュア無線・ISMバンド（電
子レンジ・無線 LAN・デジタルコードレス電話・VICS な
ど）、医用ジアテルミー

９～８

高周波 超短波、メー
トル波、very
high f.（VHF）

VHF ISMバンド（ワイヤレスマイク・ラジコン）・産業用ラジ
コン・MRI・業務用移動通信・無線航法（MKR/LOC/
VOR）・民間航空無線・ELT･EPIRB・国際VHF船舶無線・
同報無線・FMラジオ放送・VHFテレビ放送（１ch～１２ch）・
アマチュア無線・無線呼び出し・アナログコードレス電話
子機・防災無線

８～７

短 波、デ カ
メートル波、
high f.（HF）

HF ラジオ波、
無線電波

非常通信連絡設定（４６３０kHz）・船舶無線・（洋上）航空無
線・短波ラジオ放送・RFID・アマチュア無線・OTHレー
ダー・市民ラジオ・ISMバンド（トランシーバー玩具・ラ
ジコン）、高周波熱溶接装置、医用ジアテルミー

７～６

中波 中波、ヘクト
メートル波、
medium f.（MF）

MF 中波ラジオ放送・船舶気象通報・無線航法（NDB/ADF）・
アマチュア無線（トップバンド）、工業用誘導加熱装置 ６～５

長波 長 波、キ ロ
メートル波、
low f.（LF）

LF LORAN-C・標準電波（電波時計）・船舶無線電信・RFID･
AMラジオ（長波ラジオ）放送 ５～４

超長波、ミリ
アメートル
波、very low
f.（VLF）

VLF モニター（テレビ、パソコン）、オメガ（電波航法）・標準
電波・対潜水艦通信

４～３

極超長波、
ultra low f.
（ULF）

３～２

電力周波 極々超長波、
super low f．
（SLF）

超低周波電
磁界、ELF

電場（待機電流）・磁場（交流通電）（送電線・高圧線・変
電所、電柱トランス・電線、エレベーター・ビルの配電盤、
工作機械、電化製品、ACアダプター、白物家電、AV家電、
テレビゲーム機、パソコン、照明、ジェット機客室、走行
中の自動車内）

２～１

超低周波、
extremely low
f.（ELF）

１～０（日
常では５０～
６０Hzが 問
題となる）

静的電磁界 直流、磁石 ＜１Hz
参照 脳波 α波１０Hz
参照 EMF 国際電磁界プロジェクト、Electro-magnetic Fields Project, WHO，１９９６．http : //www.who.int/peh-emf/en/
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参照２．発癌リスク
２－１．IARC発癌ランク表（２００１年）

ランク 発癌可能性 対象物質

１ 有り
ダイオキシン、アスベスト、ベンゼン、Ｃ型肝炎ウイルス、塩化ビニール、ラドンな
ど８７種類

２Ａ 高い 紫外線、ＰＣＢ、ホルムアルデヒド、ベンゾピレンなど６３種類

２Ｂ 有り
ＤＤＴ、クロロホルム、極低周波電磁波（initiater ではなく、promoter として作用）、
PBB、鉛、四塩化炭素など２３６種類

３ 不明 炭塵、水銀、キシレン、フェノール、蛍光、サッカリンなど４８３種類
４ 無し カプロラクタム（ナイロンの原料）

２－２．フェイチング・アールボム（カロリンスカ研究所、スウェーデン、１９９２年）報告：
小児がん増加率と高圧線電磁波強度

癌
電磁波強度（磁場強度 mG）

＜１ ＜２ ＜３ ＜２．５ ＜３ ３≦
全癌 １ １．５ １．２ １．１ １．２ １．３
白血病 １ ２．１ １．５ ２．７ ３．３ ３．８
脳腫瘍 １ １ ０．７ ０．７ ０．９ １
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３－２．電磁波過敏症：

Ａ．たびたび発症する兆候：
� 普通でない熱さや、日焼けのような熱さを顔に感じたり、炎症が起きたり、顔に赤みが出る
� 顔から始まって体の他の部分に移る、くすぐったさや かゆみ、刺すような痛みを感じる
� 呼吸器上部の乾き、呼吸困難
� 目の乾きと炎症
� 集中力の欠如や、めまい、記憶や方向感覚の喪失
� 粘膜が膨張し（感染症ではない）、鼻、のど、副鼻腔、耳が腫れる
� インフルエンザに感染していないのに、症状が始まったかのような感覚
	 自己免疫疾患に関係するリュウマチ性の反応に似た症状、

Ｂ．頻発しないが、もっと深刻な症状：
� 頭痛、吐き気、疲労感
� 皮膚の感覚がなくなる
� 歯や顎が痛む
� 筋肉痛や関節痛
� 腹部への圧迫感や痛み
� 頻脈や不整脈、

Ｃ．さらに深刻な兆候：
� 意識の喪失
� 脳溢血。

参照３．電磁波と有害性
３－１．周波数別：

無線周波数 RF 超低周波 ELF 静的電磁界
熱作用：レーダーや FMアンテナの
安全柵内に入らない限り、温熱制御
可能。微温熱の癌、記憶障害（電磁
波過敏症）への影響は検討中。
誘導電流：細胞単位の電流・電荷誘
導の影響は検討中。

電流、電荷誘導：
１．疫学的に、小児白血病との弱い
因果関係：白血病リスクが２倍
（４mG）、８－１０倍（１０～４０V/mx
２０年間）、脳腫瘍、乳癌、肺癌、
２．電磁波過敏症（EHS）：閾値０．３
mG、

３．流産：５．７倍（１６mG）、突然変
異、染色体異常、

４．内分泌異常、不妊症、
５．免疫力低下、
６．アルツハイマー、うつ、自殺。

電流、電荷誘導：
強い：血流、神経刺激に影響。
長期間曝露：不明。
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参照４．電化製品からの電磁波の強さと自衛策

電化製品 測定距離 磁界 電界 ラジオ／マイクロ波
単位 cm mG V/m mW/cm２

パソコン デスクトップ ０ ０．８ １００ ０
３０ ０ １０ ０
１００ ０ ０ ０

ノート ０ ０．８、１ １５００ ０
３０ ０ ４ ０

モニター
visual display ter-
minal（VDT）

ブラウン管 ０ ５０ １０００＜ ０
３０ ０．６、１．５ ８００ ０
１１０ ０、１、６ ０ ０

液晶 ０ ３．８ ６８０ ０
２０ １ ０ ０

プラズマ ０ ５ ９ ０
１００ １ ０ ０

ビデオデッキ ０ ０．６ ２００ ０
３０ ０．２ ０ ０

ＡＣアダプター ０ １６９ ３０ ０
４０ １ ０ ０

卓上電気スタンド ０ ４ １０００＜ ０．２
３０ ０．６ １０００＜ ０
１００ ０．２ ２００ ０

蛍光灯 ３０ ５ ９０ ０
１００ ０ ２５ ０
１５０ ０ ０ ０

電話機 ０ ０ ２０ ０
３０ ０ １ ０
１００ ０ ０ ０

携帯電話 ０ ５０ ６０ １
１００ １２ ０ ０．２

PHS ０ ３５ １０ ０．０３
１００ ０ ０ ０

電気ストーブ ０ ７０ ５０ ０
３０ ５ １０ ０
１００ １ ０ ０

扇風機 ０ ４ １５０ ０
３０ ０．５ ０ ０
１００ ０ ０ ０

エアコン ３０ ３ ３００ ０
１００ ０ ０ ０

冷蔵庫 ０ １ １００ ０
３０ ０．５ ９０ ０
５０ ０ ０ ０

電子レンジ ０ ５００ ０ ０．３
１０ ４０－１０２ ０ ０．１５
３０ ８０ ０ ０．０３
１００ １０ ０ ０
２００ １ ０ ０

注意：文献１～１０、及び、発表者自身による測定結果より表を作成

（２００７／１１／０６ 受付）
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